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若
年
被
害
女
性
等
支
援
モ
デ
ル
事
業

◆
困
難
を
抱
え
た
女
性
に
つ
い
て
は
、
個
々
の
ケ
ー
ス
に
応
じ
た
細
や
か
な
支
援
を
行
う
こ
と
に
よ
り
早
期
の
自
立
支
援
が
可

能
と
な
る
こ
と
か
ら
、
若
年
被
害
女
性
等
に
対
し
て
、
公
的
機
関
・
施
設
と
民
間
支
援
団
体
と
が
密
接
に
連
携
し
、
ア
ウ
ト
リ

ー
チ
か
ら
居
場
所
の
確
保
、
公
的
機
関
や
施
設
へ
の
「
つ
な
ぎ
」
を
含
め
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
行
う
仕
組
み
を
構
築
す
る
た
め
の

モ
デ
ル
事
業
を
実
施
す
る
。

＜
実
施
主
体
＞
都
道
府
県
・
市
・
特
別
区

＜
補
助
率
＞
国

10
/1

0

若 年 被 害 女 性 等 Ｊ Ｋ ビ ジ ネ ス 被 害 者 等

家 出 少 女 ・ Ａ Ｖ 出 演 強 要 ・

＜
モ
デ
ル
事
業
イ
メ
ー
ジ
＞

★
４
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
若
年
（
被
害
）
女
性
の
早
期
か
ら
の
自

立
を
支
援

①
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
支
援
【
必
須
】

②
関
係
機
関
連
携
会
議
の
設
置
等

(関
係
機
関
と
の
連
携

)【
必
須
】

③
居
場
所
の
確
保
【
任
意
】

➃
自
立
支
援
【
任
意
】

民
間
団
体

都
道
府
県
・
市
・
特
別
区

事
業
の
一
部
（
②
を
除

く
）
を
委
託
可
能

＜
未
然
防
止
＞

◆
夜
間
見
回
り
・
声
か
け

◆
相
談
窓
口
の
開
設
（
電
話
・
メ
ー
ル
・

LI
N

E）

➀
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
支
援

➂
居
場
所
の
確
保

◆
一
時
的
な
「
安
心
・
安
全
な
居
場
所
」
の
提
供
、

相
談
支
援
の
実
施

➃
自
立
支
援

◆
学
校
や
家
族
と
の
調
整
、
就
労
支
援
な
ど

自
立
に
向
け
た
支
援
を
実
施

国
補 助

➁
関
係
機
関
連
携
会
議
の
設
置
等
（
関
係
機
関
と
の
連
携
）

◆
実
施
主
体
は
、
関
係
機
関
連
携
会
議
を
設
置
し
、
関
係
機
関
と
民
間
支
援
団
体
の
連
絡
・
調
整
を
図
る

◆
身
体
的
・
心
理
的
な
状
態
や
置
か
れ
て
い
る
状
況
等
に
応
じ
て
関
係
機
関
へ
つ
な
ぐ
（
同
行
支
援
を
含
む
）

警
察

児
童
相
談
所

婦
人
保
護
施
設

労
働
関
係
機
関

医
療
機
関

福
祉
事
務
所

婦
人
相
談
所

D
Vセ

ン
タ
ー

民
間
支
援
団
体

男
女
共
同
参
画
ｾﾝ
ﾀｰ

自
立
相
談
支
援
機
関
（
生
活
困
窮
者
制
度
）

（
児
童
虐
待
・D

V対
策
等
総
合
支
援
事
業
）

平
成

30
年
度
予
算
額

15
9億

円
の
内
数

→
平
成

31
年
度
概
算
要
求
額

20
8億

円
の
内
数
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「困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
の
あ
り方

に
関
す
る
検
討
会
」の
開
催
に
つ
い
て

【趣
旨
】

◆
婦
人
保
護
事
業
は
、昭

和
31
年
に
制
定
され
た
売
春
防
止
法
に
基
づ
き
、売

春
を
行
うお
そ
れ
の
あ
る
女
子
を
保
護
す
る
事
業
とし
て
発
足
した
。

◆
しか
し、
そ
の
後
、支

援
ニ
ー
ズ
の
多
様
化
に
伴
い
、家

庭
関
係
の
破
綻
や
生
活
困
窮
等
の
問
題
を
抱
え
る
女
性
に
事
業
対
象
を
拡
大
して
き
た
。ま
た
、関

係
法
令
に
よ
り、
平
成

13
年
か
らは

D
V被

害
者
、平

成
16
年
か
らは
人
身
取
引
被
害
者
、平

成
25
年
か
らは
ス
トー
カー
被
害
者
が
、そ
れ
ぞ
れ
事
業
対
象
とし
て

明
確
化
され
、現

に
支
援
や
保
護
を
必
要
とす
る
女
性
の
支
援
に
大
き
な
役
割
を
果
た
す
よ
うに
な
った
。

◆
この
よ
うな
経
緯
か
ら、
与
党
や
関
係
者
か
らは
、制

定
以
来
抜
本
的
な
見
直
しが
行
わ
れ
て
い
な
い
売
春
防
止
法
の
規
定
を
含
め
、婦

人
保
護
事
業
の
あ
り

方
を
見
直
す
べ
き
との
問
題
提
起
が
な
され
て
い
る
。こ
うし
た
こと
を
踏
ま
え
、今

後
の
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
の
あ
り方

に
つ
い
て
検
討
す
る
。

検
討
会
ス
ケ
ジ
ュー
ル
及
び
主
な
検
討
事
項

１
．
検
討
会
ス
ケ
ジ
ュー
ル

○
第

1回
（
平
成

30
年

7月
30
日
）

・座
長
の
選
任
に
つ
い
て

・今
後
の
進
め
方
に
つ
い
て

○
第

2回
（
平
成

30
年

8月
23
日
）

・構
成
員
か
らの
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョン
①

○
第

3回
（
平
成

30
年

9月
4日
）

・構
成
員
か
らの
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョン
②

○
第

4回
（
平
成

30
年

10
月

24
日
）

・中
間
的
な
論
点
の
整
理
に
向
け
た
議
論

○
第

5回
（
平
成

30
年

11
月
中
旬
～
下
旬
）

・中
間
的
な
論
点
の
整
理

※
中
間
的
な
論
点
の
整
理
以
降
は
、具

体
的
な
検
討
事
項
を
議
論

２
．
主
な
検
討
事
項

○
対
象
とす
る
「女
性
」の
範
囲
・支
援
内
容

○
婦
人
相
談
所
、婦

人
相
談
員
、婦

人
保
護
施
設
の
役
割
や
機
能

○
他
法
他
施
策
との
関
係
や
根
拠
法
の
見
直
し

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
の
あ
り方

に
関
す
る
検
討
会

構
成
員

（
五
十
音
順
、◎

座
長
、○

座
長
代
理
、敬

称
略
）

大
谷

恭
子

弁
護
士
（
ア
リエ
法
律
事
務
所
）

戒
能

民
江

お
茶
の
水
女
子
大
学
名
誉
教
授

加
茂

登
志
子

若
松
町
ここ
ろ
とひ
ふ
の
クリ
ニ
ック

PC
IT
研
修
セ
ン
ター
長

近
藤

恵
子

N
PO
法
人
全
国
女
性
シ
ェル
ター
ネ
ット
理
事

○
新
保

美
香

明
治
学
院
大
学
社
会
学
部
教
授

菅
田

賢
治

全
国
母
子
生
活
支
援
施
設
協
議
会
会
長

高
橋

亜
美

ア
フタ
ー
ケ
ア
相
談
所
ゆ
ず
りは
所
長

橘
ジ
ュン

N
PO
法
人

BO
ND
プ
ロジ
ェク
ト代

表
仁
藤

夢
乃

一
般
社
団
法
人

Co
la

bo
代
表

野
坂

洋
子

昭
和
女
子
大
学
人
間
社
会
学
部
助
教

◎
堀

千
鶴
子

城
西
国
際
大
学
福
祉
総
合
学
部
教
授

前
河

桜
大
阪
府
福
祉
部
子
ども
室
家
庭
支
援
課
長

松
本

周
子

全
国
婦
人
相
談
員
連
絡
協
議
会
会
長

水
野

健
二

名
古
屋
市
子
ども
青
少
年
局
子
育
て
支
援
部
子
ども
福
祉
課
主
幹

村
木

太
郎

一
般
社
団
法
人
若
草
プ
ロジ
ェク
ト理

事
横
田

千
代
子

全
国
婦
人
保
護
施
設
等
連
絡
協
議
会
会
長

和
田

芳
子

婦
人
相
談
所
長
全
国
連
絡
会
議
会
長

（
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
）

内
閣
府
、法

務
省
、警

察
庁
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